
続
・
中
世
の
尼
寺
ノ
ー
ト
（
そ
の
１
）
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は
じ
め
に

　
本
稿
は
『
日
本
の
女
性
と
仏
教
・
会
報
』
第
三
号
（
研
究
会
・
日
本
の
女
性

と
仏
教
　
編
集
発
行
、
｝
九
八
六
年
）
に
寄
稿
し
た
「
中
世
の
尼
寺
ノ
ー
ト
」

の
続
編
に
あ
た
り
、
玉
稿
で
立
項
を
見
合
わ
せ
て
お
い
た
尼
寺
や
そ
の
後
に
気

づ
い
た
尼
寺
を
取
り
上
げ
て
紹
介
し
、
中
世
尼
寺
全
体
の
性
格
や
歴
史
的
意
義

を
解
明
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
間
に
同
研
究
会
に
よ
っ
て
四
聖
シ
リ
ー
ズ
の
『
女
性
と
仏
教
』
の
刊
行
が

企
画
さ
れ
、
そ
の
第
一
巻
『
尼
と
尼
寺
』
（
一
九
八
九
年
、
平
凡
社
刊
）
に
私

も
「
中
世
の
尼
寺
と
尼
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
執
筆
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
で
、

前
稿
で
見
落
と
し
た
も
の
を
含
め
て
、
そ
の
時
点
で
確
認
し
え
た
中
世
尼
寺
の

一
覧
表
を
作
成
し
て
掲
げ
、
そ
れ
を
も
と
に
中
世
に
お
け
る
尼
寺
の
存
在
形
態

や
消
長
を
概
観
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
文
の
中
で
は
個
々
の

尼
寺
に
つ
い
て
詳
し
く
言
及
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
不
可
能
で
あ
っ
た
し
、

何
よ
り
も
、
そ
の
一
覧
表
に
早
く
も
見
落
と
し
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、

改
め
て
中
世
尼
寺
の
個
別
検
討
を
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
「
中
世
の
尼
寺
ノ
…
ト
」
の
補
翼
に
過
ぎ
な
い

も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
怪
獣
と
本
稿
と
で
は
、
若
干
執
筆
の
体
裁
を
変
え
て
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
部

と
第
二
部
に
分
け
、
第
一
部
に
は
た
と
え
中
世
の
一
時
期
、
短
期
間
で
あ
っ
て

も
、
と
も
か
く
尼
寺
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
確
実
な
も
の
を
収
め
る
こ
と
に

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
部
で
は
尼
寺
か
僧
寺
か
判
別
し
が
た
い
も
の
、

あ
る
い
は
創
建
が
中
世
に
遡
り
う
る
か
ど
う
か
史
料
的
に
問
題
が
あ
る
も
の
、

と
い
っ
た
い
わ
ぽ
存
疑
と
す
べ
き
も
の
を
一
括
し
て
扱
っ
て
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、

叙
述
を
五
畿
七
道
順
で
は
な
く
五
十
音
順
に
し
た
こ
と
、
そ
し
て
可
能
な
限
り

注
を
付
す
こ
と
に
し
た
こ
と
な
ど
が
前
稿
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い

て
も
恐
ら
く
見
落
と
し
が
多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
こ
う
し
た
落
ち
穂
拾
い
的

作
業
は
今
後
も
し
ぼ
ら
く
続
け
る
覚
悟
で
い
る
が
、
大
方
の
御
協
力
を
得
て
、

い
ず
れ
は
中
世
の
全
尼
寺
を
集
大
成
し
た
も
の
を
完
成
さ
せ
た
い
と
念
じ
て
い

る
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
稿
は
一
九
八
九
年
度
庭
野
平
和
財
団
研
究
助
成
金
（
研
究
題
目

「
日
本
に
お
け
る
尼
寺
と
尼
の
史
的
変
遷
」
。
。
㊤
一
菊
一
O
ω
O
）
に
よ
る
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

第
一
部

　
　
阿
弥
陀
寺
（
長
門
）

　
現
在
、
山
ロ
県
下
関
市
阿
弥
陀
寺
町
に
鎮
座
す
る
赤
間
神
宮
の
前
身
で
、
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

徳
天
皇
の
御
影
堂
を
中
心
に
発
展
し
た
寺
で
あ
る
。
近
世
の
地
誌
に
は
、
宇
佐

翌
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八
幡
を
男
山
に
勧
請
し
た
行
教
が
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
創
建
し
た
の
が
当

寺
の
始
ま
り
と
記
す
が
、
伝
承
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
史
上
に
は
っ
き

り
と
姿
を
現
わ
す
の
は
、
や
は
り
寿
永
四
年
（
＝
八
五
）
三
月
の
壇
之
浦
合

戦
以
後
と
み
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
入
水
し
た
安
徳
天
皇
が
赤
問
関
の

地
に
葬
ら
れ
、
つ
い
で
鎌
倉
幕
府
成
立
後
の
建
久
二
年
（
＝
九
一
）
に
そ
の

追
福
の
た
め
に
一
堂
が
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
経
過
は
『
玉
葉
』
同
年

閏
十
二
月
十
四
B
条
、
二
十
二
日
条
、
二
十
八
日
条
、
二
十
九
日
条
に
よ
っ
て

具
体
的
に
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
保
元
の
乱
に
敗
れ
て
讃
岐
の
配
所

で
麗
じ
た
、
広
徳
院
の
怨
霊
鎮
撫
の
た
め
の
堂
宇
建
立
と
岡
時
に
進
め
ら
れ
た

事
業
で
あ
っ
た
。
両
所
と
も
「
依
レ
不
レ
擬
二
神
社
ハ
無
二
奉
幣
之
沙
汰
一
也
」
と

あ
る
よ
う
に
、
最
初
か
ら
仏
堂
と
し
て
企
画
さ
れ
、
閏
十
二
月
二
十
九
日
に
、

最
終
的
に
建
立
を
認
可
し
た
濤
の
宜
旨
が
讃
岐
・
長
門
両
国
に
下
さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
さ
て
、
寺
伝
（
『
赤
間
宮
由
来
記
』
『
赤
間
宮
略
誌
』
）
に
よ
る
と
、
こ
の
御

影
堂
に
初
め
か
ら
近
侍
し
た
の
は
、
建
礼
門
院
乳
母
の
女
少
将
局
（
命
阿
尼
）

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
同
時
代
の
確
か
な
文
献
で
裏
付

け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
建
徳
二
年
（
＝
二
七
一
）
九
州
探
題
と

し
て
下
向
の
途
次
、
赤
間
関
を
訪
れ
た
今
川
了
後
は
、
そ
の
記
行
文
『
道
ゆ
き

（
3
）

ぶ
り
』
に

　
　
…
其
東
に
寺
あ
り
、
阿
弥
陀
だ
う
と
い
ふ
、
安
徳
天
皇
こ
の
う
ら
に
て
か

　
　
く
れ
さ
せ
給
て
後
に
、
知
盛
の
卿
女
の
少
将
の
あ
ま
と
か
や
い
ひ
け
る
人
、

　
　
こ
〉
に
の
こ
り
と
ゴ
ま
り
て
、
平
家
の
跡
問
け
る
を
、
の
ち
に
か
の
御
菩

　
　
提
所
に
な
さ
れ
て
、
安
徳
天
皇
の
御
尊
影
お
は
し
ま
す
…
…

と
記
す
の
で
、
古
く
か
ら
そ
う
し
た
伝
承
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
当
初
の
住

持
が
尼
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
応
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
下
関
市
史
原
始
一
中
世
』

な
ど
は
、
寺
伝
に
基
づ
い
て
豊
山
尼
の
あ
と
、
コ
一
世
照
阿
尼
は
少
将
局
の
女
、

三
世
生
阿
尼
・
四
世
慈
阿
尼
と
相
続
し
、
五
世
に
至
っ
て
長
着
法
師
が
寺
務
を

執
り
、
尼
僧
相
続
が
や
ん
で
四
宗
兼
学
に
復
し
…
」
な
ど
と
す
る
が
、
こ
の
辺

の
こ
と
に
な
る
と
根
拠
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
尼
寺
と
し
て
い
つ
ま
で
維
持
さ
れ

た
か
は
不
明
で
あ
る
。
当
寺
に
関
し
て
は
鎌
倉
初
期
以
来
の
中
世
文
書
多
数
が

赤
間
宮
文
書
と
し
て
伝
来
し
、
と
く
に
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
二
月
日
付
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
の
を
初
め
と
す
る
、
寺
領
関
係
の
長
門
国
司
庁
宣
三
通
（
い
ず
れ
も
留
守
所

宛
の
も
の
）
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
当
寺
が
尼
寺
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
う
か

が
わ
せ
る
文
言
は
見
え
な
い
。
ち
な
み
に
、
建
仁
三
年
の
庁
宣
に
は
「
御
堂
鎮

守
社
」
と
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
天
福
元
年
（
…
こ
三
三
）
の
そ
れ
に
初
め
て

阿
弥
陀
寺
の
寺
号
が
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
三
十
年
間
に
規
模
の
大
き
い
寺

院
に
発
展
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
宗
派
的
に
は
、
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
三
月
十
二
臼
後
土
御
門
天
皇
論

（
5
）

旨
に
「
長
門
国
阿
弥
陀
寺
多
年
帰
二
命
西
山
門
流
一
、
宜
レ
安
二
四
宗
兼
行
之
祖
風
一

…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
世
後
期
頃
に
は
浄
土
宗
西
山
義
に
属
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
、
赤
間
関
周
辺
に
群
居
し
て
い
た
念
仏
聖
だ
ち
の
中
心
的
寺
院
で

も
あ
っ
た
ら
し
い
。
近
世
初
期
ま
で
に
真
言
宗
に
改
宗
し
て
明
治
を
迎
え
た
が
、

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
新
政
府
の
指
示
で
廃
寺
と
な
り
、
御
影
堂
は
天
皇
社

と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
社
号
を
赤
間
宮
と
改
め
、
明

治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
に
は
官
幣
大
社
昇
格
に
伴
な
っ
て
、
さ
ら
に
赤
間
神

　
　
　
　
　
　
（
6
）

宮
と
改
称
し
て
い
る
。

安
徳
院
（
播
磨
）

轟
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宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
谷
森
健
男
隠
蔵
本
（
以
下
、
本
稿
で
は
谷
零
本
と
略

　
　
　
　
　
　
（
7
）

す
）
の
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
、
洞
院
公
賢
（
＝
一
九
一
～
一
三
六
〇
）
の

子
女
の
一
人
に
「
女
子
蹴
駈
鋸
罷
灘
浄
土
天
ム
購
教
僧
」
と
見
え
る
。
「
浄
土
天
台
師
僧
」

と
あ
る
の
が
や
や
気
に
な
る
が
、
一
応
安
徳
院
は
比
丘
尼
理
明
の
入
寺
し
た
尼

寺
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
所
在
地
、
沿
革
に
つ
い
て
は
不
詳
。

　
　
安
養
院
（
播
磨
）

　
谷
零
本
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
、
洞
院
公
賢
の
子
女
の
｝
人
に
「
女
子

比
丘
罷
理
工
、
播
棚
安
養
院
」
と
あ
る
。
前
項
の
理
明
の
妹
に
あ
た
る
女
性
で
あ
る
。

安
養
院
と
岡
様
に
、
他
に
関
係
史
料
ぱ
見
当
ら
ず
、
沿
革
不
明
の
尼
寺
で
あ
る
。

　
　
伊
勢
寺
（
播
磨
）

　
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
、
播
磨
国
華
相
山
鶏
足
寺
に
参
詣
し
た
折
、
老
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
深
更
ま
で
語
り
合
っ
た
時
の
話
を
ま
と
め
た
も
の
と
さ
れ
る
『
峯
相
記
』
の

中
に
、
「
文
永
ノ
比
當
國
工
五
ヶ
所
ノ
奇
麗
ノ
念
佛
堂
ヲ
造
ル
事
有
キ
、
檀
越

ハ
皆
當
國
富
貴
輩
也
扁
と
し
て
五
ケ
寺
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
に

「
筑
紫
尼
公
伊
勢
寺
河
内
二
造
ル
」
と
見
え
る
。
尼
公
の
創
建
と
あ
る
か
ら
尼

寺
の
可
能
性
が
高
い
が
、
居
住
し
た
と
は
な
い
か
ら
断
定
も
で
き
な
い
。
筑
紫

尼
公
な
る
女
性
の
素
性
や
伊
勢
寺
に
つ
い
て
も
、
他
に
所
見
が
な
く
不
明
。
こ

れ
ら
の
寺
は
念
仏
系
ら
し
い
が
、
の
ち
に
は
す
た
れ
て
禅
寺
や
律
に
代
っ
た
と

あ
る
。
た
だ
、
伊
勢
寺
の
み
は
「
茸
山
へ
遷
造
レ
リ
」
と
記
す
か
ら
、
鶏
足
寺

に
合
併
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
な
お
、
河
内
（
こ
う
ち
）
の
地
名
は
河
西
市
（
古
代
の
賀
茂
郡
川
内
郷
に
由

来
す
る
も
の
）
、
宍
粟
郡
樹
種
町
、
揖
保
郡
揖
保
川
町
、
小
野
町
（
旧
加
棄
郡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

な
ど
、
旧
播
磨
国
内
で
も
い
く
つ
か
現
存
し
て
い
る
た
め
、
当
寺
の
所
在
地
は

特
定
で
き
な
い
。

　
　
一
乗
院
（
山
城
）

　
一
条
兼
良
の
息
大
乗
院
尋
尊
が
修
訂
書
写
し
た
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
て
い
る

　
　
　
（
1
0
）

『
摂
家
系
図
』
は
、
兼
良
の
子
女
二
十
六
人
を
す
べ
て
列
挙
し
て
い
る
点
で
貴

重
な
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
長
女
（
第
二
子
で
兄
に
教
導
が
い
る
）
尊

重
尼
の
と
こ
ろ
に
「
歳
費
寺
　
八
幡
一
乗
院
」
と
註
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
彼

女
が
住
持
を
勤
め
て
い
た
尼
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
八
幡
」
は
山
城

男
山
の
石
清
水
八
幡
宮
寺
と
み
て
よ
く
、
そ
の
子
院
と
し
て
存
在
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
石
清
水
関
係
の
記
録
で
は
今
の
と
こ
ろ
、
こ
の
寺
に
関
す

る
記
事
を
確
認
し
て
い
な
い
。
「
招
題
寺
」
と
あ
る
の
は
、
唐
招
題
寺
流
律
宗

に
属
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
栄
寿
院
（
山
城
か
）

　
　
　
　
（
U
）

　
『
看
聞
御
記
』
に
よ
る
と
、
応
永
三
十
一
年
（
一
四
二
四
）
五
月
十
三
B
に

死
去
し
た
入
江
殿
（
三
時
知
恩
寺
）
方
丈
は
、
栄
寿
院
と
長
照
院
の
院
主
を
歴

任
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
女
性
は
崇
光
天
皇
の
皇
女
（
母
は
治
部

卿
局
）
で
、
伏
見
窩
栄
仁
親
王
の
異
母
妹
で
あ
っ
た
。
栄
寿
院
の
所
在
地
は
不

明
。
こ
の
項
、
横
井
清
『
富
岳
御
記
一
「
王
者
」
と
「
衆
庶
」
の
は
ざ
ま
に
て
一
」

（一

緕
ｵ
九
年
）
に
よ
る
。

円
興
寺
（
山
城
か
）

毫
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『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
、
広
橋
仲
光
の
女
子
の
一
人
に
「
恩
讐
寺
長
老

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

浄
玉
」
な
る
者
が
見
え
る
か
ら
、
円
興
寺
が
尼
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
系
図
に
よ
れ
ぽ
、
彼
女
の
姉
は
恵
聖
院
開
山
尼
と
な
っ
た
素
玉
光
庵
で
あ
り
、

叔
母
に
大
慈
院
開
基
の
崇
賢
門
院
仲
子
（
後
光
厳
天
皇
皇
后
）
が
い
た
。
な
お
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

西
口
順
子
氏
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
国
期
の
一
向
宗
の
僧
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

顕
然
寺
実
字
の
編
に
か
か
る
㎎
日
野
一
流
系
図
』
に
は
、
本
願
寺
四
世
帯
覚
の

女
子
光
女
に
つ
い
て
、
「
建
武
二
亥
工
月
時
正
発
心
出
家
十
七
歳
、
為
融
観
慈

葛
尼
弟
子
、
法
名
永
禅
、
西
大
寺
長
老
恵
善
上
人
受
戒
弟
子
、
顕
意
上
人
受
法

灌
頂
弟
子
、
円
興
寺
長
老
篇
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
寺
は
西
大
寺
流
律
宗

に
属
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
応
聖
寺
（
山
城
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
師
蛮
の
『
延
宝
伝
灯
録
縣
巻
第
二
十
九
の
「
江
州
鷹
野
霜
穴
宗
久
禅
師
」
の

項
に
よ
る
と
、
宗
久
は
内
藤
氏
の
出
身
で
、
　
度
近
江
塩
津
の
熊
谷
氏
に
嫁
し

た
こ
と
が
あ
る
が
、
世
を
厭
い
深
く
仏
道
に
志
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
髪
を
お

ろ
し
た
。
つ
い
で
洛
東
に
居
を
移
し
て
、
あ
る
大
徳
に
参
禅
し
た
の
ち
、
「
城

北
大
原
」
の
地
に
応
聖
寺
を
建
立
し
た
と
見
え
る
。
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
当

寺
は
山
城
大
原
に
あ
っ
た
尼
寺
と
考
え
て
よ
い
が
、
典
拠
が
不
明
で
、
他
に
関

連
す
る
史
料
も
見
当
ら
ず
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
と
く
に
、
宗

久
の
生
没
年
や
師
事
し
た
大
徳
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
時
代
も
は
っ

き
り
し
な
い
の
だ
が
、
前
後
の
項
目
で
取
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
い
ず
れ
も

中
世
の
僧
尼
で
あ
る
点
か
ら
し
て
、
一
応
中
世
の
尼
寺
と
み
て
お
く
。
宗
派
は

臨
済
禅
で
あ
ろ
う
。

　
　
海
島
寺
〈
開
忠
岡
〉
（
甲
斐
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
松
平
定
能
の
自
序
の
あ
る
『
甲
斐
国
志
恥
に
よ

る
と
、
海
島
寺
は
山
梨
郡
栗
原
村
に
あ
っ
た
曹
洞
宗
の
尼
寺
で
、
山
号
は
龍
厳

山
、
大
泉
寺
（
山
梨
郡
古
府
中
）
の
末
寺
で
、
朱
印
地
蒔
石
五
斗
余
と
あ
る
。

ま
た
、
「
寺
記
」
を
引
い
て
、
開
基
は
「
武
田
信
虎
ノ
伯
母
寳
山
雲
長
老
」
、
二

世
は
「
天
徳
裾
瑞
長
老
、
魚
信
玄
之
伯
母
也
砿
、
本
寺
は
な
く
、
尼
の
住
持
す

る
こ
と
十
一
世
に
及
ん
だ
が
、
そ
の
後
堂
宇
が
悉
く
頽
廃
し
た
と
記
す
。
つ
い

で
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
七
月
四
日
、
新
た
に
御
朱
印
を
賜
り
（
こ
の
際

の
綱
吉
朱
印
状
写
は
、
後
面
の
『
甲
斐
国
祉
記
・
寺
記
』
に
所
収
）
、
こ
の
時

に
尼
寺
を
改
め
て
僧
寺
と
な
し
た
が
、
そ
の
事
情
は
松
平
美
濃
守
の
老
臣
八
人

連
名
の
添
状
（
こ
の
文
書
は
現
存
し
な
い
ら
し
い
）
に
委
く
見
え
る
と
し
て
い

る
。
『
甲
斐
国
志
』
の
右
の
記
事
に
は
脱
漏
が
あ
る
ら
し
く
、
意
味
不
明
の
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
当
寺
が
は
じ
め
尼
寺
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
寺
社
御
役
所
に
提
出
し
た
書
上
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

集
成
し
た
門
甲
斐
国
社
記
・
寺
記
』
に
は
、
海
島
寺
の
と
こ
ろ
に
、
戦
国
期
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ら
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
至
る
十
一
通
の
文
書
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
最
も
年
紀
の
古
い
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
九
月
十
B
武
田
信
玄
中
綱

写
、
お
よ
び
そ
れ
に
次
ぐ
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
の
二
通
の
文
書
の
宛
所
は
、

い
ず
れ
も
「
開
桃
寺
」
と
あ
る
の
で
、
当
初
は
こ
の
よ
う
に
表
記
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
な
お
、
同
書
は
開
山
を
「
武
田
信
玄
伯
父
…
…
大
泉
寺
二
代
吸
江
和

尚
」
と
記
し
、
か
つ
て
尼
寺
で
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。

寛
元
寺
比
丘
尼
寺
（
筑
後
）

五六
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寛
元
寺
文
書
の
徳
治
参
年
（
；
一
〇
八
）
二
月
十
日
西
牟
田
浄
西
・
藤
原
有

　
　
　
　
（
1
9
）

家
連
署
寄
進
状
に
「
奉
レ
寄
二
進
　
寛
元
寺
比
丘
尼
寺
田
地
雷
町
屋
敷
武
箇
所
｝

事
」
と
あ
る
。
「
寛
元
寺
・
比
丘
尼
寺
」
と
す
る
か
、
「
寛
元
寺
ノ
比
丘
尼
寺
」

と
読
む
か
で
若
干
意
味
が
変
わ
っ
て
く
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
寛
元
寺
の
境

内
、
も
し
く
は
同
寺
に
隣
接
し
て
存
在
し
た
尼
寺
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
寛
元

寺
は
臨
済
禅
の
寺
で
、
当
國
で
は
著
名
な
古
刹
の
一
つ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

こ
の
あ
た
り
は
中
世
の
三
潴
荘
に
含
ま
れ
る
が
、
同
垂
泣
に
は
か
つ
て
宝
琳
寺

・
摂
取
院
と
い
う
二
つ
の
北
京
律
に
属
す
る
尼
寺
も
あ
っ
た
。

　
　
玉
闘
寺
〈
玉
伝
寺
〉
（
甲
斐
）

　
玉
田
寺
は
山
梨
郡
小
瀬
村
（
現
甲
府
市
）
に
あ
っ
た
寺
で
、
時
宗
　
蓮
寺
末
、

由
号
は
如
金
山
、
『
甲
斐
国
社
記
・
寺
宝
』
に
よ
る
と
、
開
基
の
「
玉
伝
寺
殿

長
老
生
蜜
祐
儒
大
法
尼
」
は
、
武
田
信
玄
の
二
女
で
穴
山
某
の
室
と
な
っ
た
が
、

夫
が
早
世
し
た
た
め
天
正
元
年
（
～
五
七
三
）
落
髪
し
て
一
寺
を
建
立
し
、
武

田
家
よ
り
仏
供
料
と
し
て
四
十
一
石
婦
斗
余
を
寄
進
さ
れ
た
。
し
か
し
、
生
弍

が
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
入
寂
し
て
か
ら
は
、
寺
務
相
続
が
困
難
と
な

り
、
　
蓮
寺
の
隠
居
寺
と
し
て
存
続
を
許
さ
れ
た
と
あ
る
。
玉
田
寺
の
初
見
史

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

料
で
あ
る
一
蓮
寺
文
書
の
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
徳
川
家
康
印
判
状
写
は
、

「
甲
娼
一
蓮
寺
小
庫
裏
の
寺
領
並
び
に
名
田
屋
敷
等
を
安
堵
し
た
も
の
だ
が
、

こ
こ
で
当
寺
が
「
小
庫
裏
〕
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
一
蓮
寺
の
隠
居
所
の
意

味
と
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
時
点
で
は
明
ら
か
に
僧
寺
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍛
）

っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
大
森
慶
庵
の
『
甲
斐
叢
記
』
に
引
く
「
武
田
儒
玄
略

系
」
に
は
信
玄
の
末
娘
に
「
玉
田
院
生
一
怪
し
な
る
女
性
が
見
え
る
こ
と
や
、

松
平
定
能
の
『
甲
斐
国
志
勧
に
も
「
重
宝
古
昔
ハ
尼
寺
ナ
リ
」
と
明
記
さ
れ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
草
創
当
初
尼
寺
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
。
開
基

の
生
弍
祐
信
尼
は
武
蔵
で
没
し
た
ら
し
い
が
、
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
武
蔵
玉

田
寺
の
項
を
参
照
。

　
　
玉
田
寺
（
武
蔵
）

　
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
松
平
定
能
の
自
序
の
あ
る
『
甲
斐
国
志
』
の
山

　
　
　
　
　
（
マ
こ
　
　
（
2
2
）

梨
郡
小
瀬
村
玉
伝
寺
の
項
に
は
、
「
古
記
」
を
引
い
て
「
生
弍
尼
ハ
武
田
勝
頼

ノ
妹
ナ
リ
、
武
州
横
山
ニ
テ
卒
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
天
正
十
年
（
一
五
八

二
）
の
武
田
氏
滅
亡
に
よ
っ
て
、
多
く
の
一
族
・
遺
臣
・
残
党
が
甲
武
国
境
を

越
え
て
八
王
子
周
辺
に
逃
避
し
た
が
、
甲
斐
玉
田
寺
の
開
基
で
同
寺
長
老
で
あ

っ
た
生
弍
祐
信
尼
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、
武
蔵
国
で
没
し
た
の
も
右
の
よ
う
な

事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
彼
女
の
居
住
し
た
寺
庵
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
よ
る
と
、
多
磨
郡
元
横
山
村
の
項
に
「
墨
跡
　
玉

田
寺
　
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
同
書
の
割
注
に
は
「
裳
寺
は
玉
田
禅
尼

の
開
基
と
云
、
こ
の
尼
は
甲
州
仁
科
五
郎
信
盛
の
息
女
に
て
、
鑑
字
謎
禅
尼
と

同
じ
く
此
地
に
来
り
、
佛
道
に
帰
依
し
て
一
寺
を
造
立
し
、
こ
こ
に
住
持
し
、

慶
長
十
三
戊
申
年
七
月
廿
九
日
當
寺
に
て
上
せ
り
、
年
二
十
九
と
云
々
」
と
あ

る
が
、
ま
た
「
論
る
に
こ
の
禅
尼
実
に
平
入
の
女
な
る
こ
と
を
詳
に
せ
ず
、
或

は
信
玄
の
姉
と
云
、
又
勝
頼
の
妹
と
も
云
て
一
定
し
が
た
し
、
こ
と

（
郡
中
削
円
［
口
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

に
法
蓮
寺
の
位
牌
に
七
十
五
歳
に
て
寂
す
と
書
せ
り
さ
あ
る
と
き
は
年
代
齪
酷

し
、
い
よ
い
よ
疑
べ
し
」
と
も
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
混
同

が
あ
る
。
甲
斐
に
あ
っ
た
寺
と
同
じ
寺
号
を
称
し
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
武

蔵
玉
田
寺
の
開
基
も
生
弍
祐
信
尼
と
す
べ
ぎ
で
あ
り
、
姪
に
あ
た
る
仁
科
信
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

女
（
小
督
）
と
同
居
し
て
い
た
と
み
れ
ぽ
矛
盾
は
な
い
だ
ろ
う
。
右
の
記
事
に

毫
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は
当
寺
が
元
禄
の
頃
に
廃
寺
に
な
っ
た
と
記
す
が
、
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』

　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

の
瀧
山
大
善
寺
の
項
を
見
る
と
、
同
寺
境
内
に
玉
田
寺
旧
跡
か
ら
改
葬
さ
れ
た

「
仁
科
信
盛
女
小
督
墓
」
が
あ
り
、
そ
の
注
記
と
し
て
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇

八
）
に
小
督
が
寂
し
た
時
、
乗
讐
難
山
和
尚
を
導
師
と
し
、
「
玉
田
冷
光
轡
奮

室
貞
老
尼
」
が
葬
儀
を
勤
め
た
と
あ
る
の
で
、
こ
の
当
時
ま
で
は
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
　
桂
林
寺
（
山
城
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
兜
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
七
月
三
部
条
に
「
予
妹

七
歳
花
山
院
之
内
桂
林
寺
門
被
二
在
付
｝
云
々
、
比
丘
尼
所
也
」
と
あ
る
。
尋
尊

の
妹
（
つ
ま
り
「
条
兼
畏
の
女
）
が
七
才
で
花
山
院
内
に
あ
っ
た
尼
寺
桂
林
寺

に
入
室
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
妹
と
は
、
　
条
家
の
系
図
と
し
て
最

も
正
確
で
詳
し
い
『
摂
家
系
図
』
に
よ
る
と
、
兼
良
の
十
女
で
桂
林
寺
殿
と
呼

ば
れ
た
宗
方
尼
（
母
源
康
俊
女
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
花
山
院
と
は
、
清
和
天

皇
皇
子
貞
保
親
王
の
邸
宅
に
由
来
し
、
藤
原
忠
平
に
譲
ら
れ
て
以
来
藤
原
氏
に

伝
領
さ
れ
た
が
、
時
々
の
天
皇
の
居
所
と
も
な
っ
た
。
近
衛
の
南
、
東
洞
院
の

東
に
位
置
し
、
東
一
条
第
と
も
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
な
お
、
『
本
朝
皇
胤
雲
量
録
賠
に
よ
る
と
、
後
憂
条
天
皇
の
孫
康
仁
親
王

（
文
和
四
年
鐸
＝
二
五
五
麗
）
の
子
に
「
由
仁
恵
遁
世
、
桂
林
寺
」
と
あ
る
か
ら
、

桂
林
寺
は
当
時
僧
寺
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
両
者
は
別
寺
と
み
た
方
が
よ

い
だ
ろ
う
。

　
建
聖
院
（
山
城
）

大
島
武
好
編
の
『
山
城
名
勝
聾
心

　
（
2
8
）

巻
黒
白
に
、

離
漿
院
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
記
す
。

　
　
　
　
○
建
聖
院
懸
翫
縣
古
帳
鍵
鯉
濃
藤

　
　
藤
氏
系
圖
云
時
房
講
裡
謝
鱗
誹
難
事
趨
照
葉

　
　
鶴
里
徹
堂
通
宝
趨
縦
誰
禮
離
雛
嫡
航
駈
齪
麟
鯉
鋤
鱗
権

　
こ
こ
で
典
拠
と
な
っ
て
い
る
『
藤
氏
系
図
』
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
不

明
だ
が
、
藤
原
（
広
橋
）
兼
宣
の
女
（
法
名
真
哲
尼
）
が
建
聖
駕
に
入
寺
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

景
愛
寺
住
持
も
勤
め
て
い
た
こ
と
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
も
所
見
が
あ
り
、
さ
ら

に
同
書
に
よ
れ
ぽ
、
真
哲
尼
の
兄
兼
郷
の
女
子
に
も
建
聖
院
に
入
っ
た
者
が
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
藤
氏
系
図
』
の
記
事
を
信
頼
す
れ
ぽ
、
当
寺
は
万
里

小
路
話
芸
女
が
開
基
と
な
り
、
成
立
は
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
以
前
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
Q

　
　
見
性
院
（
山
城
）

　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
『
蔭
響
応
日
録
』
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
四
月
十
九
日
条
に
よ
る
と
、
見

性
院
に
居
住
す
る
比
丘
尼
某
が
京
町
尼
五
山
の
筆
頭
景
愛
寺
の
住
持
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
寺
に
つ
い
て
は
関
係
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
景
愛
寺
の
塔
頭

の
一
つ
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
上
京
区
堀
川
町
に
現
存
す
る
黒
谷
浄
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

宗
の
見
性
院
は
、
碓
井
小
三
郎
編
『
京
都
坊
目
誌
』
に
万
治
元
年
（
一
六
五

八
）
本
業
の
開
基
と
記
す
よ
う
に
、
別
寺
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
光
聚
院

　
　
　
　
（
3
2
）

　
『
親
長
卿
記
』
文
明
三
年
（
　
認
七
一
）
二
月
十
一
日
条
に
、
大
慈
院
・
光

聚
院
・
瑞
華
院
が
そ
れ
ぞ
れ
法
華
経
一
部
の
写
経
を
進
上
し
た
こ
と
が
見
え
る

が
、
大
慈
院
と
瑞
華
院
が
京
三
二
五
山
の
筆
頭
景
愛
寺
（
も
し
く
は
そ
の
名
跡

五ノへ9
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を
最
も
よ
く
承
け
つ
い
だ
宝
鏡
寺
）
に
隣
接
し
た
塔
頭
と
し
て
存
在
し
て
い
た

ら
し
い
点
か
ら
し
て
、
光
聚
院
も
同
様
の
性
格
を
持
つ
尼
寺
で
あ
っ
た
と
み
て

よ
い
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
裏
松
重
光
の
子
女
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

一
人
に
¶
女
子
獺
鰻
猫
雛
」
と
あ
る
よ
う
に
、
光
聚
院
の
比
丘
尼
が
景
愛
寺
住
持

職
を
勤
め
て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
『
山
城
名
勝
志
』
巻

（
詞
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
照
七
六
）

之
二
の
光
聚
院
の
項
に
引
く
『
長
興
宿
禰
記
』
に
「
文
明
八
年
十
一
月
十
三
日

今
夜
入
江
殿
糊
棍
光
聚
院
御
庵
等
同
焼
亡
」
と
見
え
、
当
寺
は
応
仁
の
乱
の
戦

火
で
三
時
知
恩
寺
な
ど
と
共
に
焼
失
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
香
台
寺
（
大
和
）

　
一
条
家
塾
係
の
系
図
で
は
、
最
も
詳
し
く
て
正
確
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る

『
摂
家
系
麟
』
を
見
る
と
、
兼
良
の
四
女
光
智
尼
の
と
こ
ろ
に
「
法
花
寺
　
香

台
寺
殿
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
こ
れ
は
光
智
尼
が
法
華
寺
に
入
寺
し
た
経
歴

を
有
し
つ
つ
、
｝
方
で
香
台
寺
の
住
持
を
勤
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
寺
の
こ
と
は
、
兄
の
尋
尊
が
書
ぎ
綴
っ
た
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
も

　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

し
ぼ
し
ぼ
見
え
て
お
り
、
大
和
国
添
上
郡
に
所
在
し
た
尼
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
現
在
の
奈
良
市
池
田
町
か
ら
今
市
町
に
か
け
て
広
が
る
広
大
寺
池
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

文
治
二
年
（
｝
一
八
六
）
の
大
和
国
池
田
荘
丸
帳
に
は
「
香
台
寺
ノ
池
」
と
記

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
楽
寺
に
関
わ
る
も
の
と
す
れ
ぽ
、
創
建
は
遅
く
と
も

鎌
倉
初
期
に
遡
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
も
残

さ
れ
て
い
よ
う
。
池
田
荘
は
興
福
寺
領
で
、
か
つ
て
雑
役
免
系
の
荘
園
と
し
て

知
ら
れ
た
。

慈
雲
院
（
山
城
）

　
『
翠
黛
御
記
』
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
七
月
廿
一
日
条
に
は
「
慈
雲
院
蝦

宝
燈
櫨
一
富
士
遣
篇
と
い
う
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
が
山
雲
院
に
章
草
を
贈
っ
た
こ

と
を
示
す
記
事
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
景
愛
寺
住
」
と
記
さ
る
て
い
る
の
は
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

時
慈
雲
院
の
比
丘
尼
某
が
楽
弓
寺
住
持
を
勤
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
寺
に
つ
い
て
も
他
に
関
係
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
だ
が
、
や
は
り
景
愛

寺
の
塔
頭
の
一
つ
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
実
蓮
寺

　
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
、
伏
見
宮
貞
敦
親
王
の
女
子
の
一
人
が
実
連
寺
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

入
寺
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
略
系
図
参
照
）
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
見
え

る
安
禅
寺
・
惣
持
院
・
曇
華
院
・
中
宮
寺
と
同
様
に
、
実
蓮
寺
は
尼
寺
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
所
在
地
は
畿
内
で
あ
ろ
う
が
、
今
の
と
こ
ろ
他
の
史
料
に
所

見
が
な
く
、
国
名
に
つ
い
て
は
不
詳
と
す
る
ほ
か
な
い
。

　
　
寂
光
院
（
山
城
）

　
京
都
市
左
京
区
大
原
草
生
町
に
現
存
す
る
尼
寺
。
現
在
は
天
台
宗
。
成
立
は

平
安
時
代
に
遡
り
、
付
近
の
来
迎
院
や
勝
林
院
な
ど
と
共
に
念
仏
別
所
と
し
て

発
展
し
た
ら
し
い
が
、
当
時
か
ら
尼
が
居
住
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り

し
な
い
。
文
治
元
年
（
＝
八
五
）
建
礼
門
院
が
こ
こ
に
隠
棲
し
た
こ
と
は
有

五九
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名
で
、
こ
の
点
か
ら
一
応
中
世
の
尼
寺
に
含
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
『
平

　
　
　
　
　
（
3
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
、
　
、
　
・

家
物
語
』
灌
頂
巻
に
は
「
寂
光
院
の
か
た
は
ら
に
方
丈
な
る
御
庵
室
を
む
す
ん

で
」
と
あ
る
の
で
、
や
や
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
寂
光
院
そ
の
も
の
を
尼

寺
と
し
て
よ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
も
あ
る
。
念
仏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

日
々
を
送
っ
た
女
院
の
生
活
に
つ
い
て
は
『
閑
居
の
友
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る

が
、
建
久
二
年
（
＝
九
一
）
に
没
し
て
以
後
の
当
寺
の
存
在
形
態
は
、
確
か

な
史
料
を
欠
い
て
い
て
不
明
で
あ
る
。

　
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
に
雄
心
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
こ
と
が
、
現
在
の

　
　
　
（
4
1
）

本
堂
の
額
銘
か
ら
知
ら
れ
る
。
天
和
二
年
（
　
六
八
二
）
に
当
寺
を
訪
れ
た
黒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

川
道
祐
は
、
そ
の
紀
行
文
『
北
肉
魚
山
行
記
』
で
「
今
比
丘
尼
住
職
ヲ
勤
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

…
…
専
ラ
天
台
宗
ナ
リ
…
…
中
世
、
近
江
守
山
西
郷
氏
ノ
女
子
、
尼
ト
為
り
住

職
ヲ
勤
シ
ヨ
リ
以
来
、
今
二
子
り
其
ノ
一
家
ノ
内
ヨ
リ
尼
公
ノ
弟
子
ト
ナ
リ
テ

代
々
之
ヲ
勤
ト
ナ
リ
」
と
記
し
て
お
り
、
近
世
初
頭
に
再
興
さ
れ
て
以
後
は
、

近
江
守
山
の
西
郷
氏
一
族
の
女
性
が
代
々
入
寺
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ら
し

い
。

　
　
十
真
院

　
大
乗
院
尋
尊
が
修
訂
筆
写
し
た
も
の
と
さ
れ
る
『
摂
家
系
図
』
に
よ
る
と
、

妹
の
一
人
に
「
女
子
軒
臓
院
」
な
る
女
性
が
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
条
兼
良
の
九

女
尊
好
鴨
が
十
真
影
に
入
寺
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
寺
に
つ
い

て
は
他
に
徴
す
べ
き
史
料
が
な
く
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
尊
好
尼

は
後
年
、
塾
主
の
正
妻
東
御
方
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
美
濃
小
林
寺
の
坊
主
を
し

て
い
た
こ
と
が
、
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
延
徳
三
年
（
　
四
九
一
）
十
一
月

十
八
日
条
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
小
林
寺
の
項
を
参
照
。

　
　
十
地
院
（
山
城
）

　
『
看
聞
御
記
駈
応
永
廿
五
年
（
　
四
一
八
）
十
二
月
廿
六
日
条
に
「
姫
宮
鉢

心
魂
鰍
十
地
畔
難
鵬
購
即
有
二
御
入
室
”
、
堅
固
内
々
儀
也
」
と
あ
る
。
姫
宮
と
は
藻

光
院
、
つ
ま
り
貞
成
王
（
の
ち
親
王
）
の
兄
で
あ
る
故
治
仁
王
の
長
女
で
、
こ

の
日
、
十
地
院
に
入
室
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
横
井
清
『
逸
聞
御
記

t
量
者
」
と
蒙
塵
の
は
ざ
ま
に
て
一
」
（
前
出
）
に
よ
る
と
、
彼
女
は
上
騰
局
の
所
生

で
、
の
ち
法
名
を
智
観
と
言
っ
た
。
「
鳴
瀧
殿
御
喝
食
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る

の
で
、
宝
地
院
は
禅
宗
の
尼
寺
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
所
在
地
の
手
が
か
り

と
な
る
「
素
質
扁
は
、
現
在
の
京
都
市
右
京
区
鳴
滝
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
浄
住
田
（
加
賀
）

　
　
　
（
4
3
）

　
欄
洞
谷
記
』
に
引
く
元
享
三
年
（
一
三
二
三
）
十
月
九
日
付
の
螢
山
紹
理
山

僧
遺
跡
細
々
置
文
記
に
、
次
の
一
条
が
あ
る
。

　
　
一
、
加
州
浄
住
寺
者
、
本
願
素
意
、
清
浄
寄
進
論
結
所
聞
、
任
二
素
意
議

　
　
爲
二
了
閑
上
座
ハ
令
二
修
練
勤
行
ハ
如
レ
今
無
涯
老
門
徒
相
承
、
二
戸
レ
令
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
住
持
興
行
ハ
是
本
願
、
井
開
關
慧
観
大
姉
、
井
紹
理
、
加
弼
第
二
之
遺
跡

　
　
也
、
素
意
勿
レ
令
レ
失
。

　
す
な
わ
ち
、
浄
塔
寺
は
現
在
弟
子
の
無
涯
禅
師
が
相
承
し
て
い
る
が
、
も
と

も
と
開
山
は
螢
山
の
生
母
懐
観
尼
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
寺
に
つ

い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
の
だ
が
、
教
団
の
編
纂
に
か
か
る
『
曹
洞
宗
尼
僧

史
』
も
右
の
記
事
に
拠
っ
た
ら
し
く
、
懐
観
大
姉
が
「
加
賀
山
崎
村
の
浄
住
寺
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

あ
っ
て
、
多
く
の
尼
僧
達
と
一
緒
に
修
行
に
い
そ
し
ん
だ
㎏
と
叙
述
し
て
い
る
。

一
応
、
創
建
当
初
は
尼
寺
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
日
本
瓦
上
聯
燈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

録
』
所
収
の
無
涯
算
定
禅
師
の
伝
に
は
、
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
二
月
の
こ

杏
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と
と
し
て
「
山
亭
レ
師
補
二
凝
縮
席
一
丁
レ
衣
」
と
あ
っ
て
、
彼
が
当
寺
の
住
持
に

任
命
さ
れ
た
曝
付
を
伝
え
て
お
り
、
僧
寺
化
の
下
限
は
こ
の
蒋
に
求
め
ら
れ
る
。

な
お
、
懐
観
尼
の
屡
住
し
た
寺
と
し
て
は
、
も
う
一
つ
加
賀
宝
応
寺
が
あ
っ
た

が
（
前
稿
参
照
）
、
前
掲
の
置
文
に
よ
る
と
、
こ
ち
ら
は
姪
に
あ
た
る
明
照
尼

に
よ
っ
て
房
主
職
が
継
承
さ
れ
て
い
た
。

　
　
小
林
寺
（
美
濃
）

　
か
つ
て
美
濃
國
に
所
在
し
た
、
一
条
兼
良
の
正
妻
東
御
方
（
小
林
寺
殿
）
の

菩
提
寺
で
あ
る
。
一
条
家
と
美
濃
国
と
の
関
わ
り
は
、
兼
良
の
六
女
了
高
尼
が

院
主
を
勤
め
て
い
た
山
城
梅
津
是
心
院
の
寺
領
の
一
つ
に
、
市
橋
荘
（
厚
見
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

の
う
ち
。
現
在
の
岐
阜
市
内
）
が
あ
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
『
桃
花
蘂
葉
』
に

よ
れ
ぽ
、
こ
の
荘
圏
は
も
と
も
と
二
条
良
基
か
ら
そ
の
息
女
が
入
室
し
た
是
心

院
に
譲
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
低
吟
の
息
が
院
主
職
を
相
承
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
｝
実
家
の
所
領
同
然
と
化
し
た
。
そ
の
た
め
、
応
仁
の
乱
勃
発
以
後

は
院
主
了
高
岡
を
は
じ
め
、
実
母
の
東
御
方
や
兄
弟
で
当
荘
に
疎
開
す
る
者
が

多
か
っ
た
が
、
兼
良
も
文
明
五
年
（
一
囲
七
三
）
五
月
掛
、
守
護
代
斎
藤
妙
椿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

を
頼
っ
て
美
濃
に
下
向
し
た
こ
と
が
『
ふ
じ
河
の
記
』
か
ら
知
ら
れ
る
。
東
御

方
が
死
去
し
た
の
は
こ
の
年
十
一
月
十
八
日
の
こ
と
で
、
そ
の
葬
儀
の
模
様
が

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
同
廿
一
日
条
に
「
於
二
小
林
寺
｝
御
葬
礼
、
瑞
龍
寺
長

老
・
梅
寺
衆
僧
等
参
入
云
々
、
梅
津
殿
御
大
儀
也
…
…
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
葬
礼
は
小
林
寺
で
挙
行
さ
れ
、
そ
れ
を
取
り
仕
切
っ
た
の
は
了
高

尼
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
小
林
寺
が
当
時
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
、
東
御
方
が
小
林
寺
殿
と
譲
さ
れ
た
の
も
こ
の
こ
と
に
麹
む
の
で
あ

る
が
、
当
初
か
ら
尼
寺
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
ま
で
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、

『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
十
一
月
十
八
B
条
の
十
九

年
忌
の
記
事
に
は
、

　
　
小
林
寺
ハ
三
乃
國
二
在
レ
之
、
當
坊
主
者
予
妹
也
、
是
心
院
殿
御
妹
也
、

　
　
則
弟
子
分
轄
、
先
年
於
二
成
就
院
一
本
二
予
戒
師
ハ
法
名
導
燈
、
小
林
寺
殿

　
　
御
入
滅
者
巳
歳
也
、
當
年
十
九
年
也
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
こ
の
時
ま
で
に
は
兼
良
の
九
女
尊
好
尼
が
坊
主
を
勤
め
る

尼
寺
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
以
後
の
沿
革
は
不
明
で
、
今
B
法
燈
を
継
ぐ
寺
も

な
く
、
寺
跡
も
全
く
不
明
で
あ
る
の
は
遺
憾
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
深
修
庵
（
釦
城
）

　
応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
六
月
に
起
っ
た
朝
鮮
水
軍
の
対
馬
入
竃
、
い

わ
ゆ
る
応
永
の
外
冠
後
、
屋
交
修
復
の
た
め
朝
鮮
国
王
の
派
遣
し
た
宋
希
環
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

紀
行
詩
集
『
老
松
中
日
本
行
録
』
に
見
え
る
尼
寺
。
当
庵
は
以
前
に
も
朝
鮮
使

節
ら
の
宿
所
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
が
、
こ
の
時
も
居
住
し
て
い
た
尼

を
他
へ
移
し
て
、
回
礼
使
一
向
の
旅
宿
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
同
書
に
は
喝
食

に
関
す
る
記
述
も
あ
る
の
で
、
禅
刹
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
当
時
の
尼
寺

の
機
能
を
知
る
上
で
興
味
深
い
一
例
と
言
え
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
他
の
史
料
に

は
所
見
が
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
、
次
号
に
続
く
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
．
成
一
｝
年
四
月
十
六
日
　
　
受
椚
埋
）

さ


